
提案 

 

日付：２０２３/８/２１ 

 

件名：町内小中学校体育館使用時のエアコン使用のお願いとＡＥＤ設置 

 

１．問題、課題 

 町内の体育館をお借りし、運動をしております。いつもありがとうございます。 

 近年の異常気象とも言える、３５度を超える連日の猛暑。加えて湿度もあり体育館で体を

動かすと息をするにもとても辛くてたまりません。各自で熱中症対策や窓を開けるなどし

ていますが、今年は異常です。体育館内に大型のエアコンが置いてありますが使いたいで

す。 

 

２．改善案 

 気温が何度以上ならばエアコンが使えるとか…どうか使用できる策をご検討宜しくお願

い致します。 

 もしもの備えにＡＥＤの設置を希望します。 

 

３．改善後の効果 
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回答 

 

＜町内小中学校体育館使用時のエアコン使用のお願いとＡＥＤ設置＞ 

                             【所管：教育施設給食課】 

 

 町内小中学校体育館のエアコンは、授業及び学校行事や避難所利用時に空気を循環させ

ることで新型コロナウイルス感染症への感染リスクを低減するとともに、あわせて熱中症

対策を行うために設置いたしました。 

 エアコン設置と同時に防音型ディーゼルエンジン発電機も設置いたしました。この発電

機は、エアコンを動かす電源として用いていますが、地震や台風などの災害発生時に避難

所となる体育館が停電となった場合の電力としても用いることを想定しています。 

 そして、この発電機は始動前・停止後に数分間のアイドリングが必要であり、エアコン

側の電源スイッチの投入タイミングなどを誤ると、機器破損などにつながるなど、取り扱

いが容易でないものとなっております。このため運転ルールを設け、学校内で管理責任者・

運転責任者・副運転責任者を設定し、エアコンや発電機の消し忘れを防止するなどの運転

管理を行っています。また、発電機はディーゼルエンジンであるが故に給油管理も要しま

す。 



 昨今の異常気象とも言える猛暑を考慮し、学校施設開放事業にエアコンを使用していた

だくという考えも十分に検討いたしましたが、授業及び学校行事や避難所利用時の優先的

なエアコン使用のため、運転ルールの徹底や給油管理が必要であること、そして既に近隣

にお住まいのかたから施設利用者の「喫煙マナー」「利用時間を過ぎての利用」「駐車方

法」等の苦情を受けている中、学校施設開放事業が主に行われる土曜日・日曜日・祝日、

そして平日の夜においては、近隣にお住まいの方にとって発電機のディーゼルエンジン音

が騒音となる可能性があることなどを考慮し、通常時は授業及び学校行事に使用すること

といたしました。 

                                 

 また、ＡＥＤは各学校の校舎内に設置をしております。そのため、学校施設開放事業が主

に行われる土曜日・日曜日・祝日、そして平日の夜においては使用できない可能性があり

ます。その他、様々な課題もあることから、関係部局等で設置検討に向けて調整を行って

まいります。 

 

 みなさまが、今後も町内の小学校及び中学校の学校体育施設等をスポーツ活動や文化活

動の場として使用できるよう、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 


